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Ｔ＆Ｄ保険グループの大同生命保険株式会社（社長：北原 睦朗、以下「当社」）は、2025 年  

4月 1日（火）より、法人の商号変更・組織変更、代表者変更について、業界で初めて※お客さま

から請求書類をご提出いただくことなく電話のみで完了する手続きを開始しております。 

 

従来は、変更の事実を確認するため、請求書類とあわせて「履歴事項全部証明書（登記簿謄本）」

をご提出いただく必要がありました。今般、当社が当該書類をオンラインで取得することで、 

お客さまからの提出を省略できるようになりました。 

 

 さらに今後は、行政機関が公開している法人の届出情報（社名、代表者、所在地等）を自動的

に取得し、当社より必要な手続きをご案内するサービスを検討中です。 

 

当社では、より多くのお客さまに「最高の安心」と「最大の満足」をお届けできるよう、引き

続き、各種手続きの利便性向上に取り組んでまいります。 

 

※当社調べ 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

業界初！法人契約の名義変更手続きを電話のみで完結 

～ 履歴事項全部証明書（登記簿謄本）は当社でオンライン取得 ～ 

【お問合せ先】 広報課（kouhou@daido-life.co.jp） 

 

mailto:kouhou@daido-life.co.jp


 

＜新たな手続きの流れ＞ 

 

変

更

前 

お客さまよりお電話にて当社コールセンターに請求書類の送付をご依頼いただき、法務局で取得した  

履歴事項全部証明書（登記簿謄本）とあわせて、記入済の請求書類を返送いただいておりました。 

 

変

更

後 

名義変更 

請求書類の

提出省略 

 

法人の商号変更・組織変更、代表者変更は、お客さまから請求書類をご提出いただ

くことなく、当社コールセンターへのお電話のみでお手続きいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

履歴事項全

部証明書の

提出省略 

 

法人の商号変更・組織変更、代表者変更のお手続きに必要な履歴事項全部証明

書(登記簿謄本)は、当社でオンライン取得し、お客さまからの提出を省略します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

以 上 

 

お客さま 

大同生命 お客さま 

当社で登記簿謄本を取得 

大同生命 お客さま 

お電話で変更内容を確認 請求書レスで手続完了 

法務局での登記簿謄本取得・ 
当社への提出不要で手続完了 

別 紙 




